
 

正
一
位 

坂
稲
荷
神
社  

 

こ
の
坂
稲
荷
神
社
は
所
澤
神
明
社
の
倉
稲
魂
命(

う
か
の
み
た
ま
の
み
こ
と)

の
御
分
霊
を
お
祀
り
し
て
い
ま
す  

古
い
記
録
が
無
い
の
で
い
つ
頃
建
造
さ
れ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
元
禄
時
代
に
は
書
上
帳
に
も
掲
載 

さ
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
そ
れ
以
前
か
ら
鎮
座
さ
れ
て
居
た
と
思
わ
れ
ま
す
。  

そ
の
頃
よ
り
商
売
繁
盛
、
五
穀
豊
穣
の
〔坂
の
お
稲
荷
さ
ま
」と
し
て
親
し
ま
れ
て
来
ま
し
た
。 

な
ま
こ
壁
の
覆
殿

の
中
に
お
宮
が
あ
り
ま
す
。 

神
明
社
に
あ
る
蔵
殿
権
現
と
同
じ
土
蔵
造
り
の
神
社
は 

め
ず
ら
し
い
造
り
で
火
災

の
多
か
っ
た
所
沢
ら
し
い
こ
と
で
す
。
覆
殿
は
屋
根
が
ト
タ
ン
葺
な
の
で 

古
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
中
の
社
殿
は
約

百
九
十
年
前
の
建
築
で
す
。
社
殿
の
正
面
下
部
の
羽
根
板
に 

永
年
の
歳
月
の
為
、
絵
の
具
の
色
も
さ
め
て
い
ま
す

が
〔牡
丹
に
唐
獅
子
〕の
絵
が
描
か
れ
て
お
り
、
〔天
保
八
丁
酉
秋
日 

三
上
文
筌]

と
あ
り
ま
す
。 

文
筌
は
神
社
の

隣
の
三
上
家(

現
在
の
御
幸
町
一
番
十
六)

に 

生
ま
れ
、
後
に
谷
文
晁
の
弟
子
と
な
り
、
そ
の
作
品
は
市
内
に
幾
つ

か
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
絵
は
他
の
六
面
の
装
飾
絵
と
共
に
平
成
三
年
所
沢
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。 

又
、
昭
和
三
十
三

年
に
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
当
神
社
所
有
の
〔武
蔵
野
夜
話
〕の
著
者
で
あ
る 

斉
藤
鶴
磯
の
約
十
米
の
長

さ
の
幟
二
旋
が
あ
り
ま
す
。  

正
一
位 

坂
稲
荷
大
明
神
寛
政
十
二
年
二
月
初
午 

野
老
澤
村 

斉
藤
鶴
磯 
敬
書]

と
隷
署
で 

 

書
か
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

境
内
の
水
屋
や
狐
の
石
造
も
坂
上
八
番(

日
吉
町
、
東
町
、
旭
町)

坂
下
五
番(

御
幸
町)
の
人
々
に
よ
り
同
年

代
に
奉
納
さ
れ
、
石
狐
の
台
座
に
は
文
筌
の
兄
で
あ
る
三
上
庄
兵
衛
の
名
前
が
彫
っ
て
あ
り
ま
す
。 

石
の
明
神

鳥
居
は
近
在
の
講
中
に
よ
り
文
化
５
年
に
建
立
奉
納
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

寛
政
時
代
の
将
棋
の
名
人 

福
泉
藤
吉(

明
和
三
年(

１
７
７
６
年)

も
坂
上
で(

現
在
の
御
幸
町
一
番
二
十
六)  

生
ま
れ
て
お
り
、
子
供
の
頃
は
、
こ
の
境
内
で
遊
び
、
長
じ
て
は
お
稲
荷
様
の
お
加
護
に
よ
り
、
そ
の
才
能
を 
発
揮
、
全
国

に
〔所
沢
の
藤
吉]

の
名
を
広
め
る
事
が
出
来
た
の
で
は
無
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
人
の
東
吉
「「所
沢
の
東
吉
で
も
王

手
に
ゃ
逃
げ
る
」と
言
う
将
棋
の
格
言
で
知
ら
れ
る
、
大
矢
東
吉
は
、
文
政
九
年 

(

１
８
２
６
年) 

所
沢
新
田(

所
沢
新
町)

に
生
ま
れ
お
り
ま
す
。 

 

戦
前
花
柳
界
の
盛
ん
な
頃
は
お
客
の
足
を
と
め
る(

足
止
の
稲
荷
様)

と
し
て
も
賑
わ
い
、  

又
、
寛
政
の
大
火
事
の
時
も
神
社
の
際
で
火
が
止
ま
り
、
火
防
の
神
様
と
言
わ
れ
い
ま
す  

戦
後
、
町
内
で
も
火
災
が
頻
発
し
た
時
も
、
町
内
会
で
祈
願
し
た
処
そ
の
後
大
火
が
な
く
な
り
ま
し
た
。  

 

昔
は
坂
上
、
坂
下
と
し
て
御
守
護
し
て
き
ま
し
た
が
、
明
治
の
頃
、
稲
荷
様
を
境
に
御
幸
町
、  

日
吉
町
の
町
内
会
が
出
来
以
来
両
町
内
会
で
御
守
護
し
て
き
ま
し
た
。 

そ
し
て
昭
和
四
十
四
年
町
内
会
の
改
組
に
よ

り
、
現
在
は
東
町
も
加
わ
り
、
三
町
内
が
交
代
で
毎
年 

三
月
中
旬 

初
午
祭
を
挙
行
し
て
お
り
、
直
会
に
は
御
神
酒
を

頂
き
な
が
ら
町
内
会
の
枠
を
こ
え 

親
睦
の
和
を
深
め
て
お
り
ま
す 

 
 

 

令
和
七
年
三
月
改
定 


